
1 全体評価
平成２６年度　「全体として、中期計画の達成に向けてほぼ計画どおりに進んでいる」
平成２７年度　「全体として、中期計画の達成に向けておおむね計画どおりに進んでいる」

2 項目別評価
【評価基準】

　①大項目評価 「Ｓ」・・・年度計画を達成し、中期計画の実現に向けて特筆すべき進捗状況（すべての小項目評価が3～5かつ評価委員会が特に認める場合）

「Ａ」・・・年度計画を達成し、中期計画の実現に向けて計画どおり進んでいる（すべての小項目評価が3～5）

「Ｂ」・・・年度計画を実施し、中期計画の実現に向けておおむね計画どおりに進んでいる（小項目評価3～5がおおむね９割以上）

「Ｃ」・・・年度計画を実施したが、中期計画の実現のためにはやや遅れている（小項目評価3～5がおおむね9割未満）

「Ｄ」・・・年度計画を実施しているが、中期計画の実現のためには重大な改善すべき事項がある（評価委員会が特に認める場合）

　②小項目評価 「５」・・・年度計画を大幅に上回って実施している

「４」・・・年度計画を大幅に上回って実施している

「３」・・・年度計画を順調に実施している

「２」・・・年度計画を十分に実施できていない

「１」・・・年度計画を大幅に下回っている

（大項目）第２　市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項　【評価結果：平成２６年度「Ｂ」、平成２７年度「Ａ」】

Ｈ26 Ｈ27

１　市立病院として担うべき医療

（１）救急医療

平成22年度吹田市民意識調査において、吹田市民病院に期待
する役割として、「24時間の救急医療」が81.5％と最も高
い結果となっていることを踏まえ、24時間365日の救急医
療体制の維持・充実を図ること。
二次救急医療機関として救急患者を円滑に受け入れ、地域の
医療機関等との連携を含めた適切な医療を提供すること。

ア　地域の医療機関等との連携及び役割分担のもと、引き続
      き365日24時間の救急医療を提供し、可能な限り救急
　　患者を断ることなく受け入れる。
イ　「救急処置が必要な患者の初期判断・初療」「急性期の
　　病態・合併症への判断・加療」が可能な職員体制の構築
　　を図る。
ウ　適切なベッドコントロールを行い、二次救急患者の入院
　　受入体制を確保する。

【Ｈ26年度評価】
　〇　救急搬送受入件数及び時間外救急車搬送受入率が中期
　　　計画の目標値を上回っている点と市内の主な病院の救
　　　急受入患者のうち約4割を受け入れている現状を評
         価。

【平成27年度評価】
　〇　時間外救急車搬送受入率は中期計画の目標値を上回っ
　　　ており、市内の主な病院の救急受入患者のうち、約４
　　　割を受け入れていることを評価。

5 3

（２）小児医療、
　　　周産期医療

小児二次救急病院として、地域の医療機関や豊能広域こども
急病センターと連携を図ること。
周産期緊急医療体制参加病院として必要な医療を提供すると
ともに、周辺の地域周産期母子医療センターと連携を図るこ
と。

ア　小児医療については、二次救急病院として地域の開業医
　　や豊能広域こども急病センターと連携し、入院機能の充
　　実を図るとともに、救急搬送の積極的受入を継続する。
イ　周産期医療については、周産期緊急医療体制参加病院と
　　して通常分娩に加え、合併症をもった妊婦など中程度の
　　リスクのある分娩まで対応する。
ウ　ハイリスク分娩などに必要な高度機能においては、地域
　　周産期母子医療センターとの連携を推進し、安心安全な
　　周産期医療体制を確保する。

【平成２６年度評価】
　〇　小児二次救急後送当番回数を増やし、救急搬送をほと
　　　んど断ることなく、積極的に受け入れることで、小児
　　　の救急搬送受入患者数が前年度より増加している点を
　　　評価。

【平成27年度評価】
　〇　豊能広域こども急病センターからの後送を含む救急搬
　　　送患者数は前年度より減少しているが、時間外小児救
　　　急患者の入院患者数が前年度より増加していることを
　　　評価。

（ア）
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小項目評価結果
中項目/小項目 中期目標 中期計画 年度評価にあたっての意見・指摘等

第１期中期目標における業務実績に関する評価結果の推移



Ｈ26 Ｈ27

（３）災害医療

吹田市地域防災計画に基づき、市の災害医療センターとして
大規模な災害や事故の発生に備え、災害時の医療体制や、医
薬品等の確保体制を整備すること。
災害時においては、地域の医療機関と連携し、適切な医療を
提供するとともに、新たな感染症の発生等、健康危機事象が
発生したときは、市の担当部署等と連携し、市域の医療機関
の中心的役割を果たすこと。

ア　吹田市地域防災計画に基づき、市の災害医療センターと
　　して大規模な災害や事故の発生に備え、災害時の応急医
　　療体制の整備・充実、医薬品等の確保体制の整備等、応
　　急医療対策を担う。
イ　災害時には、地域の医療機関と連携し、適切な医療を提
　　供するとともに、災害状況により可能である場合は、現
　　地医療救護班の派遣等の医療救護活動を実施する。
ウ　新型インフルエンザ等の新たな感染症の発生等、健康危
　　機事象が発生したときは、市及び関係機関と連携・協力
　　し、早期の収束に向けての対応を図る。
エ　災害時の医療活動を迅速かつ適切に対応できるよう、具
　　体的な事象を想定した訓練を実施するとともに、研修へ
　　の積極的参加やマニュアルの見直しを行う。

【平成27年度評価】
　〇　市の災害医療センターとして医療体制や医薬品等の確
　　　保をしたことを評価。

3 3

（４）高度医療

地域の中核病院として高度医療の充実を図り、必要な医療機
器等を計画的に更新・整備をすること。
また、吹田市内の特定機能病院である国立循環器病研究セン
ターや大阪大学医学部附属病院との機能分担を図ること。

ア　患者に対して常に最適な医療を提供するため、医療の高
　　度専門化に対応して計画的に医療機器等の更新及び整備
　　を行う。
イ　内視鏡手術の拡充など、患者の体への負担が少ない治療
　　法の推進を図る。
ウ　脳卒中、急性心筋梗塞については、特定機能病院である
　　国立循環器病研究センターや大阪大学医学部附属病院と
　　の機能分担を図り、効果的な医療体制を構築するととも
　　に、地域の医療機関とも連携しながら、地域医療水準の
　　維持向上を図る。
エ　糖尿病については、地域の医療機関と連携し、相互に役
　　割分担するとともに、多職種によるチーム医療の提供に
　　より、合併症の診断、治療を行う。

【平成２６年度評価】
　〇　新たに内視鏡センターを開設するなど環境整備を行っ
　　　ている。今後の環境整備による患者数の増加に向けて
　　　の努力を期待。

【平成27年度評価】
   〇　3Ｄ内視鏡機器等の整備を評価。

3 3

（５）がん医療の充実
大阪府がん診療拠点病院として、診療機能の充実に努めると
ともに、がん予防に積極的に取り組むこと。

ア　大阪府がん診療拠点病院として、予防から手術、放射線
　　治療及び化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療を
　　推進する。
イ　患者の負担軽減と生活の質の向上を図るため、外来化学
　　療法を推進する。
ウ　がん患者及び家族に対する緩和ケア体制及び相談支援体
　　制の充実を図る。
エ　がん診療連携医の拡充や、がん診療地域連携クリニカル
　　パスの活用に取り組むことで、地域医療機関との連携を
　　深め、がん診療の質の向上に貢献する。
オ　病院主催の公開講座、ホームページ、病院だよりなどに
　　より、市民向けのがん予防の啓発に取り組む。

【平成２６年度評価】
　〇　放射線治療件数以外すべて目標値未達ではあるが、患
　　　者の身体的負担軽減を図るため、内服による抗がん剤
　　　治療への移行を推進したということがあり、また、目
　　　標値未達とはいえ、8～9割の達成率となっていること
　　　から、概ね年度計画どおりの実施状況であると判断。

【平成２７年度評価】
   〇　外来化学療法とがん手術件数は目標値未達ではあるが
　　　がん手術件数以外は、前年度の実績を上回っている。
　〇　目標値未達とはいえ、約9割の達成率であることから
　　　おおむね年度計画どおりの実施状況であると判断。

3 3

（６）予防医療
市の担当部署等と連携して、特定健診、各種がん検診、予防
接種、人間ドック等の疾病予防の取組を行うこと。

ア　糖尿病教室などの健康啓発、疾病予防に関する教室や講
　　演会を開催するとともに、市民対象の健康講座への講師
　　派遣を行う。
イ　人間ドックについては、脳ドックの実施など、機能の充
　　実を図り、疾病の早期発見に努める。
ウ　各種検診について、地域医療機関との役割分担のもと、
　　高度検査機器が必要な分野を中心に取り組む。
エ　インフルエンザワクチンなど予防接種を引き続き実施す
　　る。
オ　生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とした
　　特定健診を実施することにより、心疾患や脳卒中等の予
　　防に努める。

3 3

（７）福祉保健行政
　　　との連携

市民の福祉と健康の増進を図るため、市が実施する高齢者や
障がい者（児）等への福祉保健施策の実施に協力し、連携す
ること。

ア　医療相談機能を充実させ、相談内容に応じて適切に市の
　　担当部局との連携を図ることにより、市が実施する福祉
　　保健施策に協力するとともに、誰もが利用しやすい病院
　　づくりに努め、市民の福祉と健康の増進を図る。
イ　感染症の流行など、市民の健康危機事象の発生時には、
　　市の関係部局と連携を図り、必要な対策を講じる。
ウ　一般歯科医院に受診できない障がい者（児）に対しての
　　歯科診療を引き続き行う。
エ　児童発達支援事業など市の実施する療育施策に協力す
　　る。
オ　各種がん検診などの市が実施する予防医療の取組に協力
　　する。

3 3

中項目/小項目 中期目標 中期計画 年度評価にあたっての意見・指摘等
小項目評価結果
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２　質の高い医療の提供

（１）安心安全な
　　　医療の提供

安全で安心できる医療を提供するため、医療の安全管理を確
保する体制を整備し、医療事故の予防及び再発防止に取り組
む等医療安全対策を図るとともに、院内感染防止対策を実施
すること。

ア　インシデントの報告及びその防止対策を、医療安全管理
　　委員会を通じて各部署及びスタッフに対し周知すること
　　で、安全管理に対する意識を高め、医療安全対策に取り
　　組む。
イ　院内感染に対する効果的な予防対策を、研修会や院内ニ
　　ュース等で周知するとともに、院内感染防止マニュアル
　　を充実させるなど、院内感染防止対策に取り組む。
ウ　定期的に医療安全に関する研修を実施し、職員の医療安
　　全に対する意識の向上を図る。
エ　患者教育、指導の一環として、医療機器等に関する安全
　　情報の提供や、安心して薬を正しく服用できるよう服薬
　　指導を充実する。

【平成２６年度評価】
　〇　医療安全管理委員会での原因分析や、看護師へのＯＪ
　　　Ｔによる知識や技術の教育、職場環境の改善、患者や
　　　その家族への注意喚起など、一定の取組は評価するも
　　　のの、アクシデントの件数は増加している。
　〇　高齢の患者の受入れが増加する中で、アクシデントの
　　　防止について更なる努力を促すということで、評価3
　　　が適当であると判断。

【平成２７年度評価】
   〇　医師からのインシデント報告件数を増やすなど、更な
　　　る努力を促 すということで評価３が適当。

3 3

（２）信頼される
　　　医療の実施

「市民とともに心ある医療を」の理念のもと、インフォーム
ド・コンセント（患者が受ける医療について、納得できる説
明や情報提供を行い、医療従事者の助言・協力を得たうえで
適切な医療を患者自らの意思で選択し、受けることができる
こと。）やセカンド・オピニオン（治療法等について、担当
医以外の医師の意見を聴き、参考にすること。）の充実等、
全ての市民に対して良質で患者を中心とした医療を提供する
ことにより、患者や地域住民との信頼関係を築き、患者に選
ばれる病院を目指すこと。

ア　患者の視点に立った医療を提供するため、インフォーム
　　ド・コンセントの項目の標準化と説明手順のルール化を
　　行い、わかりやすく質の高いインフォームド・コンセン
　　トを実施する。
イ　患者の視点に立ったセカンドオピニオンを積極的に推進
　　し、患者が納得する医療を目指す。また、他医療機関に
　　おいてセカンドオピニオンを希望された場合にも適切に
　　対応する。
ウ　クリニカルパスの充実や活用により、医療の標準化に取
　　り組み、患者や家族に対して治療内容についてわかりや
　　すく理解してもらうことで、患者に信頼される医療を提
　　供する。

3 3

（３）医療職の
　　　人材確保・
　　　養成

働きやすい環境の整備を図ること等により、医療職の人材確
保に努めること。
医師をはじめとした医療従事者の知識と技術等の質の向上に
努め、研修や指導体制の充実を図ること。

ア　人材確保
（ア）広報活動を強化するとともに、従来の定数管理や職員
　　　募集の枠組みにとらわれない採用方法をとることによ
　　　り、優れた人材の確保に努める。また、短時間勤務な
　　　どの柔軟で多様な勤務体系の導入を図るなど、必要に
　　　　応じた採用による職員の適正配置に努める。
（イ）働きやすい職場環境整備として、医師事務作業補助者
　　　（医療クラーク）、看護補助者を充実させるなど、医
　　　師・看護師の支援体制の強化を図る。特に子育て中の
　　　職員や女性職員に対しては、院内保育の充実や復職に
　　　向けた研修プログラムを整備するなど、負担軽減を図
　　　る。
イ　人材養成
（ア）職員の研修機会を増やし、各種学会等の専門資格取得
　　　への支援を行うことで、専門的知識や技術の質の向上
　　　を図る。
（イ）研修プログラムの充実など、魅力のある研修機会の提
　　　供を行うことにより、研修医の確保と育成を目指す。

【平成２６年度評価】
　〇　前年度末から看護師はプラス13名となっており、離
　　　職率も7.8パーセントで全国平均も下回っている点を
　　　評価。
　〇　認定看護師数の目標値の達成と後期研修医数や看護学
　　　生実習受入数が前年度実績を上回っている点を評価。

【平成２７年度評価】
   〇　院内の採用計画に基づく人材の確保を行い、人材養成
　　　のための研修は、既存の制度を拡充して実施したもの
　　　であったことを評価。

4 2

中項目/小項目 中期目標 中期計画 年度評価にあたっての意見・指摘等
小項目評価結果



Ｈ26 Ｈ27

３　患者満足度の向上

（１）職員の
　　　接遇向上

患者に選ばれる病院、患者や来院者が利用しやすい病院を目
指すため、職員一人ひとりが接遇の重要性を認識し、その向
上に努めること。

ア　定期的に入院患者に対する退院時アンケート及び外来患
　　者へのアンケートを実施し、指摘事項については改善に
　　努め、患者サービスの向上に努める。また、患者から寄
　　せられた意見と意見に対する回答及び事後対応について
　　公開する。
イ　接遇研修等を行うことで、職員の接遇への意識を高め、
　　病院全体の接遇マナーの向上に努める。

【平成２７年度評価】
　〇　寄せられた意見・要望に速やか且つ丁寧に対応してい
　　　る点を評価。

3 3

（２）院内環境の
　　　快適性の向上

患者や来院者に、より清潔で快適な環境を提供するため、院
内の環境美化の整備に努めること。

ア　病室、待合室、トイレ及び浴室等の補修を必要に応じて
　　実施する。
イ　外来待合モニターや院内ポスターによる情報提供をより
　　わかりやすくし、患者の利便性向上に努める。

3 3

（３）待ち時間の
　　　改善

外来患者の受診待ち時間及び検査の待ち時間を短縮し、病院
内に留まる時間全体について短縮に努めること。

ア　地域医療機関と連携し、逆紹介を行うことなどにより予
　　約患者数の適正化を図り、待ち時間の短縮に努める。
イ　医師をサポートできる体制を整え、診察など医師が直接
　　従事しなければならない業務に専念できるシステムを構
　　築することにより、診療待ち時間の短縮に努める。
ウ　患者が快適に待ち時間を過ごせる取り組みを行う。

【平成２７年度評価】
　〇　待ち時間短縮のための具体的な方策や指標がないため
　　　判断が難しいが、既存の施設を有効活用していた点を
　　　評価。

3 3

（４）ボランティア
　　　との協働

ボランティアの受け入れを推進し、病棟など多様な分野への
ボランティア活動の拡充を図ること。

ア　市民ボランティアの積極的な受入れに努めるとともに、
　　円滑な活動が行えるよう、市民ボランティアとの協働を
　　推進する。
イ　ボランティア活動中の事故に対する保険、ボランティア
　　が利用できる部屋の整備など、活動環境を整備する。

3 3

（５）市民意見の
　　　活用

市民のニーズや意見を把握し、必要な改善策を講じること。
医療モニター制度、声の箱を引き続き実施し、市民の視点か
らのサービスに関する評価、意見、提案を、迅速に業務改善
に反映することでサービスの向上に努める。

3 3

４　地域医療機関等との連携

（１）地域医療ネット
　　　ワークづくり

地域連携パスの活用や、地域医療ネットワークの充実等によ
り、病院間や病院と診療所との連携、更には看護や介護を含
めた福祉との連携を図り、地域医療の質の向上に努めるこ
と。
また、退院時における介護・福祉施設等との連携を図り、医
療・介護・福祉へと切れ目のないサービスの提供ができるよ
う努めること。

ア　吹田臨床カンファレンス（病診連携）、北摂医療連携連
　　絡会（病病連携）、在宅ケアを考える会や呼吸ケアを考
　　える会（福祉との連携）などの開催による地域医療ネッ
　　トワークの強化とともに、地域医療水準の向上に貢献す
　　る。
イ　地域連携クリニカルパスの活用による、介護・福祉施設
　　等との連携のもと、円滑な転院、在宅復帰への支援を行
　　い、医療・介護・福祉サービスを切れ目なく提供できる
　　ように努める

【平成２６年度評価】
　〇　新たに在宅ケアネットの中でケアカフェを開催し、参
　　　加者を対象としたアンケート結果から、参加者全員が
　　　満足したという回答を得ている点を評価。
　〇　来年度は、これらの取組により、紹介率・逆紹介率等
　　　の具体的な実績が挙げられるよう更なる取組を期待。

4 3

（２）地域医療機関
　　　との機能分担
　　　と連携

公立病院として、地域に不足する医療を提供し、地域の医療
機関との連携により、機能分担を行うこと。

ア　急性期病院としての機能の充実を図り、入院や手術を必
　　要とする急性期患者を積極的に受け入れることで、地域
　　の医療機関との機能分担を行う。
イ　かかりつけ医との連携を強化し、紹介された患者の受け
　　入れと患者に適した医療機関への紹介を推進する。
ウ　今後増加が予想される精神疾患患者の身体疾患に対し、
　　適切な医療を行えるよう近隣精神病院との連携を図りな
　　がら、必要な医療を提供する。

【平成２６年度評価】
　〇　地域の診療所訪問回数を大幅に増やすなど、紹介率を
　　　上げるための取組は評価できるが、紹介率及び逆紹介
　　　率のいずれも目標値に到達していない。
　〇　市民病院として、紹介状をもたない初診患者も受診し
　　　やすい状況となっていることが、目標値未達の要因の
　　　一つであることは理解できるが、地域医療支援病院の
　　　認定取得に向けてさらなる努力が必要。

【平成２７年度評価】
　〇　目標未達ではあったが、平成28年4月から整形外科外
　　　来の完全予約制により、今後を期待するものとしてお
　　　おむね年度計画どおりの実施状況であると判断。

2 3

中項目/小項目 中期目標 中期計画 年度評価にあたっての意見・指摘等
小項目評価結果



（大項目）第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置　【評価結果：平成２６年度「Ａ」、平成２７年度「Ａ」】

Ｈ26 Ｈ27

１　業務運営体制の構築

（１）業務運営体制
　　　の構築

地方独立行政法人として、公共性、透明性及び自主性が確保
されるとともに、中期目標、中期計画及び年度計画を確実に
達成できる機動的で柔軟な運営体制を構築すること。
相互協力のいきわたったチーム医療ができるよう、組織のあ
り方や指示系統の見直しを図り、部門間で自然にパートナー
シップをとれる体制を確立すること。

ア　中期目標、中期計画及び年度計画の達成に向け、事務経
　　営部門の企画経営機能の強化を図り、毎月の収支報告、
　　病院の経営分析、計画の進捗状況管理などにより、業務
　　運営の改善を継続的に行う。
イ　病院として目指すべきビジョンを明確化するとともに、
　　必要に応じて院内委員会等の組織のあり方について見直
　　しを行い、的確な病院運営及び効果的な医療を行うこと
　　ができる組織体制の構築を目指す。
ウ　職員が理事会等へ業務改善の意見を提案できる仕組みを
　　構築するなど、職員が積極的に業務改善に取り組む組織
　　風土の醸成を図る。

【平成２６年度評価】
　〇　幹部職員を構成員とした経営戦略会議を新設し、さら
　　　に各職場においてはTQM活動発表会を実施し、院外
　　　での発表の場を設けるなど、職員の意識向上に努めて
　　　いる。
　〇　また、当該年度中、入院患者数の落ち込みが見られた
　　　際には、緊急部長会を開催し、部長級職員のヒアリン
　　　グを実施したことにより実績が持ち直した点などを評
　　　価。

4 3

（２）コンプライア
　　　ンスの徹底

公的使命を適切に果たすため、医療法をはじめとする関係法
令を遵守することはもとより、行動規範と倫理に基づく適正
な病院運営を行うこと。
また、全ての職員に個人情報を保護することの重要性を認識
させ、その管理を徹底すること。

ア　コンプライアンス遵守を目的とした組織の設置、コンプ
　　ライアンスに関する研修の実施など、職員の法令及び行
　　動規範遵守に向けた取り組みを行う。
イ　個人情報保護及び情報公開に関しては、市の個人情報保
　　護条例及び情報公開条例に基づき、市に準じて適切に対
　　応する。

3 3

２　効率的・効果的な業務運営

（１）適切かつ弾力的
　　　な人員配置

保有する人材を有効活用するため、各診療科や入院・外来に
おける人員配置を適切に行うこと。
多様な雇用形態の活用を図ることにより、効率的・効果的な
業務運営に努めること。

ア　柔軟な人事管理制度を活用し、人員配置を定期的に見直
　　すとともに、多様な専門職の活用を図る。
イ　短時間勤務などのフレキシブルな勤務体制の構築により
　　、各職種で適切な役割分担を行う。
ウ　業務の外注化の推進により、組織の簡素化、適切な人員
　　配置に努める。
エ　専門性を発揮させるため、医師事務補助の活用をはじめ
　　、各職種の業務を明確にし、適切な役割分担を行うとと
　　もに、取得した資格の専門性を発揮できる職場への配属
　　に努めるなど、職員の職務意欲を喚起する職場づくりを
　　目指す。

【平成２７年度評価】
　〇　社会福祉士の2名増員に対して相談件数が１割以上の
　　　増加は評価するものであるが、早期介入に関する数値
　　　等による具体的な説明が無いため評価3が適当と判
         断。
　〇　また、法人独自の取組みとして育児短時間勤務の対象
　　　を拡充して実施したことを評価。

3 3

（２）予算執行の
　　　弾力化

中期目標及び中期計画の枠の中で、予算科目や年度間で弾力
的に運用できる会計制度を活用した予算執行を行うことによ
り、効率的・効果的な業務運営を図ること。

ア　中期計画の枠の中で、予算科目や年度間で弾力的に運用
　　できる地方独立行政法人の会計制度を活かし、効率的・
　　効果的な業務運営に努める。
イ　複数年契約等の多様な契約手法により、業務の効率化を
　　図る。

【平成２７年度評価】
　〇　当期純利益は約500万円を計上しているが、目標指標
　　　である経常収支比率及び医業収支比率がいずれも目標
　　　値を下回っている。
　〇　外来収益は増収、入院収益は減収。診療所訪問や広報
　　　活動等により患者獲得に更なる努力を続けてもらいた
　　　い。

3 3

（３）人事給与制度

職員の給与は、当該職員の勤務成績や法人の業務実績を考慮
し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとすること。
職員の業績や能力を正当に評価でき、職員の意欲を引き出す
人事給与制度を構築すること。

資格手当や人事評価制度の導入などにより、職員の勤務成績
や法人の業務実績に応じた、働きがいを実感でき、職員の努
力が評価されモチベーションの向上につながるような、公平
感のある人事給与制度を導入し、適切に運用する。

3 3

中項目/小項目 中期目標 中期計画 年度評価にあたっての意見・指摘等
小項目評価結果



（大項目）第４　財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置　【評価結果：平成２６年度「Ａ」、平成２７年度「Ｃ」】

Ｈ26 Ｈ27

１　経営基盤の確立

地方独立行政法人法の趣旨に沿った基準による適切な運営費
負担金のもと、経営改善に取り組むこと。それにより、将来
にわたって公的な役割を果たせるよう、安定的な経営基盤を
確立すること。

ア　救急医療などの政策医療や不採算医療については、市か
　　らの適切な運営費負担金のもと確実に実施し、公的病院
　　としての役割を果たす。それ以外の医療については、医
　　業収益で収支の均衡が図れるよう、経営の効率化に取り
　　組む。
イ　収入の確保と費用の節減を図ることで、一層の経営改善
　　に取り組む。

【平成２６年度評価】
　〇　経常収支比率及び医業収支比率が、いずれも目標値を
　　　上回っており、当期総利益として約６億９千万円を計
　　　上している点を評価。

4 2

２　収入の確保と費用の節減

（１）収入の確保

診療報酬改定や法改正に対して迅速に対応し、収益を確保す
るとともに、病床利用率の向上や入院患者数の確保などによ
り、増収を目指すこと。また、診療報酬請求漏れや査定減の
防止、未収金の管理と回収に努めること。

ア　引き続き病床利用率の向上に努め、積極的な入院患者の
　　受け入れ体制を構築する。
イ　地域医療連携の取り組みの推進を図り、紹介率と逆紹介
　　率の向上を目指すことで、高度な医療を必要とする急性
　　期の紹介患者を増加させるとともに、より多くの救急搬
　　送を受け入れることで、診療報酬単価及び患者数の増加
　　を図る。
ウ　診療報酬請求の適正化に努めるとともに、未収金の発生
　　防止及び回収策をマニュアル化することで、収入の確保
　　を図る。
エ　診療報酬の改定など、医療環境の変化に応じた適切な対
　　応に努め、収入の確保を図る。
オ　高度医療機器の稼働率の向上を図ることにより、費用対
　　効果の高い診療を目指す。

【平成２６年度評価】
　〇　病床利用率や延患者数は目標値を下回っているが、実
　　　入院患者数は増加しており、入院外来単価も目標値を
　　　上回ったことから、結果的に入院収益、外来収益のい
　　　ずれも増収となっている点において、全体として収益
　　　の確保は図られている。
　〇　外来単価については、目標値を上回っているもののさ
　　　らなる単価増についての検討を期待。

（ア・イ）

4

・

（ウ･エ･オ）

３

（ア・イ）

２

・

（ウ･エ･オ）

３

（２）費用の節減
後発医薬品の採用促進、長期契約の導入による診療材料等の
調達コストの縮減、人件費比率の適正化、各種委託契約の見
直しなどにより、費用の節減及び合理化を図ること。

ア　材料費の抑制
　　後発医薬品の積極的採用を引き続き行うとともに、医療
　　材料の効率的使用の徹底、SPDによる在庫管理の適正化
　　などにより、コストの縮減を行う。また、より安価な調
　　達方法を採用することにより、医薬品や医療材料の調達
　　費用抑制に努める。
イ　経費の抑制
（ア）既存の業務委託契約について、その業務内容や契約方
　　　法の見直しを行い、委託経費の節減を図る。
（イ）職員のコスト意識の普及啓発を行うことにより、消耗
　　　品等の経費節減や、節電・節水の徹底による光熱水費
　　　の削減を図る。
（ウ）経営分析の実施による的確な経営判断を行うことで、
　　　無駄な経費を抑制するとともに、職員の時間外勤務を
　　　縮減させ、人件費比率の適正化に努める。

【平成２７年度評価】
　〇　循環器内科を除くすべての診療科で入院収益が減少の
　　　中で給与費は増加し、人件費率の目標値は未達。
　〇　新病院開院を見据えた人材確保は理解できる一方、収
　　　支に見合う人材確保を考えなければならない。

3 2

中項目/小項目 中期目標 中期計画 年度評価にあたっての意見・指摘等
小項目評価結果



（大項目）第５　その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置　　【評価結果：平成２６年度「Ａ」、平成２７年度「Ａ」】

Ｈ26 Ｈ27

１　職員の意識改革
地方独立行政法人に移行するにあたって、中期目標を十分に
達成できるよう、経営への参画意識を高めるなど職員の意識
改革を図る手段を講じること。

ア　勤務実績に伴う適切な評価と研修制度の充実により、職
　　員の病院への帰属意識を高めるとともに、病院職員とし
　　ての質を高められるよう、人材育成の取り組みを行う。
イ　理事会及び院内委員会等で経営改善課題を議題として取
　　り上げ、収支改善方策の検討と提案を行う。それに基づ
　　き、病院経営に関する情報、課題等を適切に職員に情報
　　発信することにより、職員の経営参画への意識を向上さ
　　せ、中期目標の達成に結びつける。

【平成２６年度評価】
　〇　幹部職員を構成員とした経営戦略会議の新設及び各職
　　　場におけるTQM活動発表会の実施などにより職員の
　　　意識改革に取り組んでいる点を評価。

4 3

２　情報の提供

病院だより、ホームページ等により、受診案内や医療情報等
の情報発信を積極的に行うこと。また、法人の経営状況につ
いて市民の理解を深められるよう、情報提供を適切に行うこ
と。

ア　積極的な情報提供に取り組み、市民や患者に対して適切
　　な利用の啓発に努めるとともに、医療に関する情報の収
　　集に取り組み、市民や患者にとって有益な情報を提供で
　　きる病院づくりを目指す。
イ　市民の理解を得られるように、法人経営状況の公表につ
　　いても、ホームページ等でわかりやすく掲載する。

【平成２７年度評価】
　〇　市内の全世帯に市民病院の広報誌「ともに」を配布し
　　　、病院の取組みを広く市民に周知したことを評価。

3 4

３　新病院移転計画
　　への対応

吹田操車場跡地への新病院移転計画について、移転後も引き
続き公的病院としての使命を適切に果たせるよう、関係機関
と連携して着実に計画の推進を図ること。

移転後も引き続き公的病院としての使命を適切に果たすため
に、新市民病院基本構想に基づき、基本設計・実施設計等、
移転計画を推進し、平成30年度の開院を目指す。

3 3

中項目/小項目 中期目標 中期計画 年度評価にあたっての意見・指摘等
小項目評価結果


